
平成二十年国土交通省令第十号

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律第六十六号）の規定に基づき、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保

等に関する法律施行規則を次のように定める。
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附則

第一章　総則

（住宅建設瑕疵担保責任保険契約の内容の基準）

第一条　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第二条第六項第六号の国土交通省令で定める基準は、

次に掲げるものとする。

一　法第二条第六項第二号イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する建設業者に生じた損害の額から次に掲げる区分に応じ

それぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額（当該額が負数となるときは、零とする。）以上の額を塡補するもので

あること。

イ　一戸建ての住宅　十万円

ロ　共同住宅又は長屋（以下「共同住宅等」という。）　五十万円又は住宅建設
かし

瑕疵担保責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸数に十

万円を乗じた額のいずれか低い額

二　法第二条第六項第二号ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。

イ　建設業者の悪意又は重大な過失によって生じた同号ロに規定する発注者の損害を塡補しないものでないこと。

ロ　同号ロに規定する発注者に生じた損害の額から前号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める額を控除した残額

（当該額が負数となるときは、零とする。）以上の額を塡補するものであること。

三　前二号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の法第二条第六項第二号イに規定する建設業者及び同号ロに規定する発注

者の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

（住宅販売瑕疵担保責任保険契約の内容の基準）

第二条　法第二条第七項第六号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

一　法第二条第七項第二号イの規定による損害の塡補の内容が、同号イに規定する宅地建物取引業者に生じた損害の額から次に掲げる区

分に応じそれぞれ次に定める額を控除した残額に百分の八十を乗じた額（当該額が負数となるときは、零とする。）以上の額を塡補す

るものであること。

イ　一戸建ての住宅　十万円

ロ　共同住宅等　五十万円又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る共同住宅等の合計戸数に十万円を乗じた額のいずれか低い額

二　法第二条第七項第二号ロの規定による損害の塡補の内容が、次のいずれにも適合するものであること。

イ　宅地建物取引業者の悪意又は重大な過失によって生じた同号ロに規定する買主の損害を塡補しないものでないこと。

ロ　同号ロに規定する買主に生じた損害の額から前号イ又はロに掲げる区分に応じそれぞれ同号イ又はロに定める額を控除した残額

（当該額が負数となるときは、零とする。）以上の額を塡補するものであること。

三　前二号に掲げるもののほか、塡補すべき損害の範囲その他の法第二条第七項第二号イに規定する宅地建物取引業者及び同号ロに規定

する買主の利益の保護のため必要な事項について、国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。

第二章　住宅建設瑕疵担保保証金

（住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券）

第三条　法第三条第五項（法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める有価証券は、次に

掲げるものとする。

一　国債証券（その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律（平成十三年法律第七十五号）の規定による振替口座簿の記載又は記

録により定まるものとされるものを含む。次条第一項、第十四条及び第十五条第一項において同じ。）

二　地方債証券

三　前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

（住宅建設瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額）

第四条　法第三条第五項（法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。）の規定により有価証券を住宅建設瑕疵担保

保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一　国債証券については、その額面金額（その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録に

より定まるものとされるものにあっては、振替口座簿に記載又は記録された金額。第十五条第一項において同じ。）

二　地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十

三　前二号以外の債券については、その額面金額の百分の八十

２　割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年を超えるものについては、前項の規定の適用については、そ

の発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

（住宅建設瑕疵担保保証金の供託等の届出等）

第五条　法第四条第一項の規定による届出は、基準日（法第三条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。）から三週間以内に、別記第

一号様式による届出書により行うものとする。

２　前項の届出書には、当該基準日における法第三条第一項の新築住宅のうち、当該基準日前一年間に引き渡した新築住宅に関する事項を

記載した別記第一号の二様式による一覧表を添付しなければならない。

３　法第四条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一　新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

二　新たに法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人（以下単に「住宅瑕疵担保責任保険法人」という。）と締結した住宅

建設瑕疵担保責任保険契約を証する書面
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（住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請）

第六条　法第五条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第二号様式による確認申請書を、その建設業法（昭和二十四年法律第百号）

第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

２　前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　前条第二項の一覧表

二　法第五条ただし書の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

（公正証書を作成したときに準ずる場合）

第七条　法第六条第二項第二号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項の報酬返還請求権等の存在及び内容について供託建設業者（同

項に規定する供託建設業者をいう。以下同じ。）と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書を作成した場合とする。

（報酬返還請求権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合）

第八条　法第六条第二項第三号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　供託建設業者が合併以外の理由により解散した場合

二　供託建設業者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合

三　供託建設業者が、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることが明らかで

ある場合

（他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認）

第九条　法第六条第二項第三号の確認を受けようとする同条第一項に規定する発注者は、別記第三号様式による確認申請書を、国土交通大

臣に提出しなければならない。

２　前項の確認申請書には、法第六条第一項の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同条第二項第三

号の供託建設業者が死亡した場合又は前条各号に掲げる場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

３　国土交通大臣は、第一項の確認申請書を受理したときは、遅滞なく、法第六条第一項の権利（以下この章において単に「権利」とい

う。）の調査をしなければならない。

４　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとす

る。

一　第二項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が法第六条第一項の瑕疵に該当しないことが、当該書

面から明らかであるとき。

二　当該確認申請書を受理した日（当該確認申請書を受理した日前三十日内に受理した当該確認申請書に記載された供託建設業者に係る

第一項の確認申請書又は住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則（平成二十一年法務省・国土交通省令第一

号。以下「保証金規則」という。）第二条第一項の技術的確認の申請書（既に第十項第二号の規定による合計額の算定の対象となる期

間内に受理されたものを除く。以下この号において「対象確認申請書等」という。）があるときは、対象確認申請書等を受理した日の

うち も早い日。以下この章において「受理日」という。）における当該供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金の額

（受理日前にされた当該供託建設業者に係る第一項の規定による確認の申請及び保証金規則第二条第一項の規定による技術的確認の申

請のうち、前項の規定による権利の調査又は保証金規則第二条第三項の規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認され、

まだ住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額（これらの権利の調査に要した第八項に規定する損害調査費用を含

む。）に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。）が、受理日以後当該確認申請書を受理した日までの間に受

理した対象確認申請書等（前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただし書の規定により同項の損害調査を

行わないこととされたものを除く。）に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。

５　国土交通大臣は、第三項の規定による権利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に、第一項の規定による確認の申請に係る損害に

ついての調査（以下この章において「損害調査」という。）を行わせるものとする。ただし、第二項の規定により添付された書面により

その必要がないと認められるときは、この限りでない。

６　住宅瑕疵担保責任保険法人は、損害調査を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調

査を実施させなければならない。

７　住宅瑕疵担保責任保険法人は、損害調査を終えたときは、直ちに、当該確認の申請に係る損害が法第六条第一項の瑕疵により生じた損

害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければならな

い。

８　国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して三十日を経過した日（当該報告書の提出を受けた日が受理

日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日）以後、遅滞なく、当該報告書に係る損害調

査を実施した住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用（以下この章において

「損害調査費用」という。）に係る別記第三号の二様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第十項第二号に該当するとき

は、これを交付してはならない。

９　国土交通大臣は、第三項の規定による権利の調査の結果に基づき、第一項の確認申請書を提出した者（以下この条において「申請者」

という。）が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日（当該権利を有することを確認した日が受理

日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日）以後、遅滞なく、申請者に別記第三

号の三様式による確認書を交付しなければならない。この場合において、当該確認書に記載する報酬返還請求権等の額は、受理日供託額

から損害調査費用を控除した額を限度とする。

１０　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない。

一　第三項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

以下の場合

イ　一戸建て住宅　十万円

ロ　共同住宅等　五十万円又は当該確認申請書に係る共同住宅等の合計戸数に十万円を乗じた額のいずれか低い額

二　受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた当該供託建設業者に係る第一項の規定による確認の申請及び保証金

規則第二条第一項の規定による技術的確認の申請のうち、第三項の規定による権利の調査又は保証金規則第二条第三項の規定による権

利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額（これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。）の合計額が、

受理日供託額を超える場合

１１　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

一　第三項の規定による権利の調査の結果に基づき、申請者が権利を有していないことが確認された場合

二　第四項各号のいずれかに該当する場合
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三　前項第一号に該当する場合

（権利の申出）

第九条の二　国土交通大臣は、前条第十項第二号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の申

出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第九条の四までの規定による手続（以下この条において

「配当手続」という。）から除斥されるべきことを公示しなければならない。

２　国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。

一　受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託建設業者に関する前条第一項の確認申請書又は保証金規

則第二条第一項の技術的確認の申請書を提出した者

二　当該供託建設業者

３　第一項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託建設業者に

関する前条第一項の確認申請書又は保証金規則第二条第一項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場合において

も、配当手続の進行は、妨げられない。

４　第一項に規定する権利の申出をしようとする法第六条第一項に規定する発注者は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第

三号の四様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

５　第一項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行わ

れた前条第一項の規定による確認の申請又は保証金規則第二条第一項の規定による技術的確認の申請は、第一項の期間内に行われた前項

の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第一項の確認申請書（同条第二項の規定により添付された書面を含む。）又

は保証金規則第二条第一項の技術的確認の申請書（同条第二項の規定により添付された書面を含む。）は、前項の申出書（同項の規定に

より添付すべき書面を含む。）とみなす。

６　第四項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成十四年法律第九十九号）第二条第六項に規定する一般信書

便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出された場合における第一項の期間の

計算については、送付に要した日数は、算入しない。

（権利の調査）

第九条の三　国土交通大臣は、前条第四項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

２　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとす

る。

一　前条第四項の規定により添付された書面に記載された報酬返還請求権等に係る瑕疵が法第六条第一項の瑕疵に該当しないことが、当

該書面から明らかであるとき。

二　受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第四項の規定による権利の申出（前号の規定により権

利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第九条第五項ただし書の規定により損害調査を行わないこととされた

ものを除く。）に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。

３　第九条第五項から第七項までの規定は、第一項の権利の調査について準用する。

（配当表の作成等）

第九条の四　国土交通大臣は、第九条の二第三項に規定する者に係る第九条第三項の規定による権利の調査若しくは保証金規則第二条第三

項の規定による権利の調査又は第九条の二第一項の期間内に同条第四項の規定による権利の申出をした者に係る前条第一項の規定による

権利の調査（以下この条において「権利調査」という。）の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、速やかに、

権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託建設業者に通知しなければならな

い。

２　配当の順位は、次に掲げる順位による。

一　損害調査費用

二　権利調査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千万円以下のものは全額、二千万円を超えるものは二千万円ま

での額

三　前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利

３　同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

４　国土交通大臣は、配当の実施のため、供託規則第二十七号から第二十八号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付す

るとともに、配当を受けるべき者に同令第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

５　国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託建設業者に交付しなければならない。

（公示の方法）

第九条の五　第九条の二第一項及び前条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

（住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託の届出）

第十条　法第七条第二項の規定による届出は、同条第一項の規定により供託した日から二週間以内に、別記第四号様式による届出書により

行うものとする。

２　前項の届出書には、当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付しなければならない。

（住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等の届出）

第十一条　供託建設業者は、法第八条第一項の住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えがされ、又は同条第二項の規定により住宅建設瑕疵担保

保証金を供託したときは、遅滞なく、別記第五号様式による届出書に当該供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写しを添えて、

その建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとする。

（住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認）

第十二条　法第九条第二項の承認を受けようとする者は、別記第六号様式による承認申請書を、その建設業法第三条第一項の許可を受けた

国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

２　国土交通大臣又は都道府県知事は、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認をしたときは、別記第六号の二様式による取戻承認書を交

付するものとする。

（住宅建設瑕疵担保保証金に関する説明事項）

第十三条　法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示
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二　特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令（平成十九年政令第三百九十五号。以下「令」という。）第三条第一項の

建設新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合（同項に規定する建設瑕疵負担割合

をいう。以下この号において同じ。）の合計に対する当該建設業者の建設瑕疵負担割合の割合

（情報通信の技術を利用する方法）

第十三条の二　法第十条第二項（法第十五条第二項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとす

る。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

イ　送信者等（送信者又は送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者

の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。）の使用に係る電子計算機と受信者等（受信者又は受信者との契約によ

り受信者ファイル（専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。）を自己の管理する電子計算機に備え置

く者をいう。以下この項において同じ。）の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項（以下

この条において「記載事項」という。）を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

ロ　送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供し、受信

者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該受信者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法

ハ　送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供す

る方法

二　電磁的記録媒体（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計

算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十三条の四第一項第二号並びに第三十四条第二項及び第三項におい

て同じ。）をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

２　前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一　受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

二　前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録し

た旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではな

い。

三　前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項を送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は

記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、受信者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りで

ない。

（電磁的方法の種類及び内容）

第十三条の三　令第四条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲

げる事項とする。

一　前条第一項各号に掲げる方法のうち送信者等が使用するもの

二　ファイルへの記録の方式

（情報通信の技術を利用した承諾の取得）

第十三条の四　令第四条第一項（同条第三項において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

一　電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの

イ　送信者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて受信者の使用に係る電子計算機に令第四条第一項の承諾又は同条第二項

の申出（以下この項において「承諾等」という。）をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

ロ　受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通

じて送信者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法

二　電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法

２　前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第三章　住宅販売瑕疵担保保証金

（住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券）

第十四条　法第十一条第五項（法第十六条において読み替えて準用する法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。）

の国土交通省令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

一　国債証券

二　地方債証券

三　前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が指定した社債券その他の債券

（住宅販売瑕疵担保保証金に充てることができる有価証券の価額）

第十五条　法第十一条第五項（法第十六条において読み替えて準用する法第七条第三項及び法第八条第三項において準用する場合を含む。）

の規定により有価証券を住宅販売瑕疵担保保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応

じ、当該各号に定めるところによる。

一　国債証券については、その額面金額

二　地方債証券又は政府がその債務について保証契約をした債券については、その額面金額の百分の九十

三　前二号以外の債券については、その額面金額の百分の八十

２　割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるものについては、前項の規定の適用については、そ

の発行価額に別記算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなす。

（住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等）

第十六条　法第十二条第一項の規定による届出は、基準日から三週間以内に、別記第七号様式による届出書により行うものとする。

２　前項の届出書には、当該基準日における法第十一条第一項の新築住宅のうち、当該基準日前一年間に引き渡した新築住宅に関する事項

を記載した別記第七号の二様式による一覧表を添付しなければならない。

３　法第十二条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

一　新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

二　新たに住宅瑕疵担保責任保険法人と締結した住宅販売瑕疵担保責任保険契約を証する書面

（住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認の申請）

第十七条　法第十三条ただし書の確認を受けようとする者は、別記第八号様式による確認申請書を、その宅地建物取引業法（昭和二十七年

法律第百七十六号）第三条第一項の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
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２　前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一　前条第二項の一覧表

二　法第十三条ただし書の供託に係る供託物受入れの記載のある供託書の写し

（公正証書を作成したときに準ずる場合）

第十八条　法第十四条第二項第二号の国土交通省令で定める場合は、同条第一項の代金返還請求権等の存在及び内容について供託宅地建物

取引業者（同項に規定する供託宅地建物取引業者をいう。以下同じ。）と合意した旨が記載された公証人の認証を受けた私署証書を作成

した場合とする。

（代金返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合）

第十九条　法第十四条第二項第三号の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一　供託宅地建物取引業者が合併以外の理由により解散した場合

二　供託宅地建物取引業者が再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合

三　供託宅地建物取引業者が、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態にあることが

明らかである場合

（他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについての確認）

第二十条　法第十四条第二項第三号の確認を受けようとする同条第一項に規定する買主は、別記第九号様式による確認申請書を、国土交通

大臣に提出しなければならない。

２　前項の確認申請書には、法第十四条第一項の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同条第二項第

三号の供託宅地建物取引業者が死亡した場合又は前条各号に掲げる場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

３　国土交通大臣は、第一項の確認申請書を受理したときは、遅滞なく、法第十四条第一項の権利（以下この章において単に「権利」とい

う。）の調査をしなければならない。

４　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとす

る。

一　第二項の規定により添付された書面に記載された代金返還請求権等に係る瑕疵が法第十四条第一項の瑕疵に該当しないことが、当該

書面から明らかであるとき。

二　当該確認申請書を受理した日（当該確認申請書を受理した日前三十日内に受理した当該確認申請書に記載された供託宅地建物取引業

者に係る第一項の確認申請書又は保証金規則第十八条第一項の技術的確認の申請書（既に第十項第二号の規定による合計額の算定の対

象となる期間内に受理されたものを除く。以下この号において「対象確認申請書等」という。）があるときは、対象確認申請書等を受

理した日のうち も早い日。以下この章において「受理日」という。）における当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売

瑕疵担保保証金の額（受理日前にされた当該供託宅地建物取引業者に係る第一項の規定による確認の申請及び保証金規則第十八条第一

項の規定による技術的確認の申請のうち、前項の規定による権利の調査又は保証金規則第十八条第三項の規定による権利の調査の結

果、権利を有することが確認され、まだ住宅販売瑕疵担保保証金の還付を受けていないものに係る金額（これらの権利の調査に要した

第八項に規定する損害調査費用を含む。）に相当する額を除く。以下この章において「受理日供託額」という。）が、受理日以後当該確

認申請書を受理した日までの間に受理した対象確認申請書等（前号の規定により権利の調査を行わないこととされたもの及び次項ただ

し書の規定により同項の損害調査を行わないこととされたものを除く。）に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。

５　国土交通大臣は、第三項の規定による権利の調査のため、住宅瑕疵担保責任保険法人に第一項の規定による確認の申請に係る損害につ

いての調査（以下この章において「損害調査」という。）を行わせるものとする。ただし、第二項の規定により添付された書面によりそ

の必要がないと認められるときは、この限りでない。

６　住宅瑕疵担保責任保険法人は、損害調査を行うときは、その役員又は職員のうち、国土交通大臣が別に定める要件を備える者に損害調

査を実施させなければならない。

７　住宅瑕疵担保責任保険法人は、損害調査を終えたときは、直ちに、当該確認の申請に係る損害が法第十四条第一項の瑕疵により生じた

損害に該当するか否か並びに該当する場合は当該損害の内容及び額について報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出しなければなら

ない。

８　国土交通大臣は、前項の報告書の提出を受けたときは、受理日から起算して三十日を経過した日（当該報告書の提出を受けた日が受理

日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該報告書の提出を受けた日）以後、遅滞なく、当該報告書に係る損害調

査を実施した住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、当該損害調査に要する費用として国土交通大臣が別に定める費用（以下この章において

「損害調査費用」という。）に係る別記第九号の二様式による確認書を交付しなければならない。ただし、第十項第二号に該当するとき

は、これを交付してはならない。

９　国土交通大臣は、第三項の規定による権利の調査の結果に基づき、第一項の確認申請書を提出した者（以下この条において「申請者」

という。）が権利を有することを確認したときは、受理日から起算して三十日を経過した日（当該権利を有することを確認した日が受理

日から起算して三十日を経過した日より後の日であるときは、当該権利を有することを確認した日）以後、遅滞なく、申請者に別記第九

号の三様式による確認書を交付しなければならない。この場合において、当該確認書に記載する代金返還請求権等の額は、受理日供託額

から損害調査費用を控除した額を限度とする。

１０　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の確認書を交付してはならない。

一　第三項の規定による権利の調査の結果に基づき権利を有することが確認された金額が、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額

以下の場合

イ　一戸建て住宅　十万円

ロ　共同住宅等　五十万円又は当該確認申請書に係る共同住宅等の合計戸数に十万円を乗じた額のいずれか低い額

二　受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までにされた当該供託宅地建物取引業者に係る第一項の規定による確認の申請及

び保証金規則第十八条第一項の規定による技術的確認の申請のうち、第三項の規定による権利の調査又は保証金規則第十八条第三項の

規定による権利の調査の結果、権利を有することが確認されたものに係る金額（これらの権利の調査に要した損害調査費用を含む。）

の合計額が、受理日供託額を超える場合

１１　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、申請者に対し、その旨を通知しなければならない。

一　第三項の規定による権利の調査の結果に基づき、申請者が権利を有していないことが確認された場合

二　第四項各号のいずれかに該当する場合

三　前項第一号に該当する場合
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（権利の申出）

第二十条の二　国土交通大臣は、前条第十項第二号に該当する場合は、遅滞なく、六十日を下らない一定の期間内に国土交通大臣に権利の

申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは当該公示に係るこの条から第二十条の四までの規定による手続（以下この条にお

いて「配当手続」という。）から除斥されるべきことを公示しなければならない。

２　国土交通大臣は、前項の規定による公示をしたときは、その旨を次に掲げる者に対して通知しなければならない。

一　受理日以後当該公示をした日までの間に、前項の規定による公示に係る供託宅地建物取引業者に関する前条第一項の確認申請書又は

保証金規則第十八条第一項の技術的確認の申請書を提出した者

二　当該供託宅地建物取引業者

３　第一項の規定による公示があった後は、受理日以後受理日から起算して三十日を経過する日までの間に当該公示に係る供託宅地建物取

引業者に関する前条第一項の確認申請書又は保証金規則第十八条第一項の技術的確認の申請書を提出した者が、その申請を取り下げた場

合においても、配当手続の進行は、妨げられない。

４　第一項に規定する権利の申出をしようとする法第十四条第一項に規定する買主は、権利を有することを証する書面を添付して、別記第

九号の四様式による申出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

５　第一項の規定による公示をした場合にあっては、受理日から起算して三十日を経過した日以後同項の期間を経過する日までの間に行わ

れた前条第一項の規定による確認の申請又は保証金規則第十八条第一項の規定による技術的確認の申請は、第一項の期間内に行われた前

項の規定による権利の申出とみなす。この場合において、前条第一項の確認申請書（同条第二項の規定により添付された書面を含む。）

又は保証金規則第十八条第一項の技術的確認の申請書（同条第二項の規定により添付された書面を含む。）は、前項の申出書（同項の規

定により添付すべき書面を含む。）とみなす。

６　第四項の申出書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に

規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出された場合における第一項の期間の計算については、送付に要した

日数は、算入しない。

（権利の調査）

第二十条の三　国土交通大臣は、前条第四項の規定による権利の申出を受けたときは、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。

２　国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による権利の調査を行わないものとす

る。

一　前条第四項の規定により添付された書面に記載された代金返還請求権等に係る瑕疵が法第十四条第一項の瑕疵に該当しないことが、

当該書面から明らかであるとき。

二　受理日供託額が受理日以後当該権利の申出を受けた日までの間に受理した前条第四項の規定による権利の申出（前号の規定により権

利の調査を行わないこととされたもの及び次項において準用する第二十条第五項ただし書の規定により損害調査を行わないこととされ

たものを除く。）に係る戸数に十万円を乗じた額以下であるとき。

３　第二十条第五項から第七項までの規定は、第一項の権利の調査について準用する。

（配当表の作成等）

第二十条の四　国土交通大臣は、第二十条の二第三項に規定する者に係る第二十条第三項の規定による権利の調査若しくは保証金規則第十

八条第三項の規定による権利の調査又は第二十条の二第一項の期間内に同条第四項の規定による権利の申出をした者に係る前条第一項の

規定による権利の調査（以下この条において「権利調査」という。）の結果に基づき、これらの者が権利を有することを確認したときは、

速やかに、権利を有することが確認された者に係る配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該配当表に係る供託宅地建物取引業者に通

知しなければならない。

２　配当の順位は、次に掲げる順位による。

一　損害調査費用

二　権利調査により権利を有することが確認された者が有する権利で、二千万円以下のものは全額、二千万円を超えるものは二千万円ま

での額

三　前号に掲げるものを除く同号の者が有する権利

３　同一順位において配当をすべき債権については、それぞれその債権の額の割合に応じて、配当をする。

４　国土交通大臣は、配当の実施のため、供託規則第二十七号から第二十八号の二までの書式により作成した支払委託書を供託所に送付す

るとともに、配当を受けるべき者に同令第二十九号書式により作成した証明書を交付しなければならない。

５　国土交通大臣は、前項の手続をしたときは、同項の支払委託書の写しを供託宅地建物取引業者に交付しなければならない。

（公示の方法）

第二十条の五　第二十条の二第一項及び前条第一項の規定による公示は、官報に掲載することによって行う。

（住宅販売瑕疵担保保証金に関する説明事項）

第二十一条　法第十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示

二　令第七条第一項の販売新築住宅については、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合（同項

に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。）の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合

（準用）

第二十二条　第十条から第十二条までの規定は、供託宅地建物取引業者について準用する。この場合において、第十条第一項中「法第七条

第二項」とあるのは「法第十六条において読み替えて準用する法第七条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「法第十六条において読

み替えて準用する法第七条第一項」と、「別記第四号様式」とあるのは「別記第十号様式」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第二

十二条において読み替えて準用する第十条第一項」と、第十一条中「法第八条第一項」とあるのは「法第十六条において準用する法第八

条第一項」と、「同条第二項」とあるのは「法第十六条において準用する法第八条第二項」と、「別記第五号様式」とあるのは「別記第十

一号様式」と、同条及び第十二条中「建設業法第三条第一項の許可」とあるのは「宅地建物取引業法第三条第一項の免許」と、「都道府

県知事」とあるのは「都道府県知事（法第二条第四項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大臣）」と、同条第一項中「法第九条

第二項」とあるのは「法第十六条において読み替えて準用する法第九条第二項」と、「別記第六号様式」とあるのは「別記第十二号様式」

と、同条第二項中「別記第六号の二様式」とあるのは「別記第十二号の二様式」と読み替えるものとする。

第四章　住宅瑕疵担保責任保険法人

（住宅瑕疵担保責任保険法人に係る指定の申請等）

第二十三条　法第十七条第一項の指定を受けようとする者（以下「指定申請者」という。）は、別記第十三号様式による住宅瑕疵担保責任

保険法人指定申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
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一　定款及び登記事項証明書

二　申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表（以下「財産目録等」という。）。ただし、申請の日の属す

る事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三　申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で法第十九条に規定する業務（以下「保険等の業務」

という。）に係る事項と保険等の業務以外の業務に係る事項とを区分したもの

四　申請の日の属する事業年度及び翌事業年度から起算して十事業年度における収支の見込みを記載した書面

五　申請に係る意思の決定を証する書類

六　法第十七条第一項第二号に規定する保険等の業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類

イ　保険等の業務に関する知識及び経験を有する者の確保の状況並びに当該者の配置の状況に関する事項

ロ　組織及び運営に関する事項

ハ　法第十九条第一号から第三号までの保険契約（第三十四条を除き、以下単に「保険契約」という。）に係る住宅の検査の実施に関

する事項

七　役員の氏名及び略歴を記載した書類

八　指定申請者が一般社団法人である場合においてはその社員の氏名及び略歴（社員が法人である場合は、その法人の名称）、指定申請

者が一般財団法人である場合においてはその評議員の氏名及び略歴を記載した書類

九　指定申請者が株式会社である場合においては、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の氏名又は名称、住所及びその有

する株式の数を記載した書類

十　現に行っている業務の概要を記載した書類

十一　指定申請者が法第十七条第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

十二　その他参考となる事項を記載した書類

（保険等の業務を的確に実施するために必要と認められる財産的基礎）

第二十四条　法第十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、基本財産又は資本金の額が二億円以上であることとする。

（保険法人の名称等の変更の届出）

第二十五条　法第十八条第二項の規定による届出は、別記第十四号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人名称等変更届出書により行うもの

とする。

（役員の選任又は解任の認可の申請）

第二十六条　住宅瑕疵担保責任保険法人（以下「保険法人」という。）は、法第二十条第一項の規定により役員の選任又は解任の認可を受

けようとするときは、別記第十五号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人役員選任等認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならな

い。

２　前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十七条第二項第

三号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添えなければならない。

（業務規程の認可の申請等）

第二十七条　保険法人は、法第二十一条第一項前段の規定により保険等の業務に関する規程（以下「業務規程」という。）の認可を受けよ

うとするときは、別記第十六号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、こ

れを国土交通大臣に提出しなければならない。

２　保険法人は、法第二十一条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、別記第十七号様式による住宅瑕疵

担保責任保険法人保険等業務規程変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

（業務規程の記載事項）

第二十八条　法第二十一条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　保険等の業務を行う時間及び休日に関する事項

二　保険等の業務を行う事務所の所在地

三　保険契約の締結の手続に関する事項

四　保険契約の内容に関する事項

五　保険料、検査手数料その他保険等の業務に関する料金（以下「保険料等」という。）の収納の方法に関する事項

六　保険契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理に関する事項

七　保険引受に当たっての検査に関する事項

八　保険金の支払に関する事項

九　保険料等及び責任準備金の算出方法に関する事項

十　保険等の業務の実施体制に関する事項

十一　法第二十五条の帳簿（以下単に「帳簿」という。）その他の保険等の業務に関する書類の管理及び保存に関する事項

十二　保険等の業務に関する秘密の保持に関する事項

十三　保険契約に関する苦情及び紛争の処理に関する事項

十四　区分経理の方法その他の経理に関する事項

十五　第三十五条第二項の規定による支払備金の積立てを行う場合にあっては、その計算方法に関する事項

十六　保険等の業務の公正かつ的確な実施を確保するための措置に関する事項

十七　法第三十五条の規定による住宅紛争処理支援センターの調査研究事業への協力に関する事項

十八　その他保険等の業務の実施に関し必要な事項

（事業計画等の認可の申請等）

第二十九条　保険法人は、法第二十二条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、別記第十八号様式

による住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等認可申請書に次に掲げる書類を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに（指定を受けた

日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一　事業計画書

二　収支予算書

三　前事業年度の予定貸借対照表

四　当該事業年度の予定貸借対照表

五　前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
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２　保険法人は、法第二十二条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、別記第十九号様式に

よる住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変

更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

（事業報告書等の提出）

第三十条　保険法人は、法第二十二条第二項の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、財産目録等を添付しなければなら

ない。

２　前項の収支決算書及び財産目録等については、公認会計士（公認会計士法（昭和二十三年法律第百三号）第十六条の二第五項に規定す

る外国公認会計士を含む。）又は監査法人の監査を受けたものとする。

（区分経理の方法）

第三十一条　保険法人は、法第二十三条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそ

れぞれの業務に配分して経理しなければならない。

（責任準備金の積立て）

第三十二条　保険法人は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を責任準備金として積み立てなけ

ればならない。

一　普通責任準備金　収入保険料を基礎として、未経過期間（保険契約に定めた保険期間のうち、事業年度末において、まだ経過してい

ない期間をいう。）に対応する責任に相当する額として計算した金額。

二　異常危険準備金　保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額。ただし、

危険に備えるために 低限度必要なものとして国土交通大臣が定める額を下回ってはならない。

（再保険契約の責任準備金）

第三十三条　保険法人は、保険契約を再保険に付した場合において、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立て

ないことができる。

一　保険業法（平成七年法律第百五号）第二条第二項に規定する保険会社

二　保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等

三　保険法人

（帳簿の備付け等）

第三十四条　法第二十五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一　法第十九条第一号及び第二号の保険契約（以下この号において単に「保険契約」という。）について、それぞれ次に掲げる事項

イ　保険契約の申込みを受けた年月日

ロ　保険契約に係る住宅の検査を行った年月日及び当該検査を行った者の氏名

ハ　保険契約に係る住宅の建設工事が完了した年月日

ニ　保険契約に係る住宅を引き渡した年月日

ホ　保険契約を締結した年月日

ヘ　保険証券の番号

ト　保険契約者の氏名又は名称及び連絡先

チ　保険契約に係る住宅の建設工事の発注者又は当該住宅の買主の氏名又は名称及び連絡先

リ　保険料等の額

ヌ　保険契約に基づく損害の塡補の内容及び保険金の額

ル　保険契約の期間

ヲ　保険契約に係る住宅の建築主及び設計者の氏名又は名称及び連絡先

ワ　保険契約に係る住宅の工事監理者、工事施工者及び売主の氏名又は名称及び連絡先

カ　保険契約に係る住宅の所在地及び名称

ヨ　保険契約に係る住宅の階数、延べ面積、構造その他当該住宅に関する基本的な事項

二　法第十九条第三号の再保険契約（以下この号において単に「再保険契約」という。）について、次に掲げる事項

イ　再保険契約を締結した年月日

ロ　再保険契約に係る法第十九条第一号及び第二号の保険契約に関する前号に掲げる事項

三　法第十九条第一号から第三号までの保険契約に基づく保険金の支払について、次に掲げる事項

イ　保険金の支払に係る保険契約の保険証券の番号

ロ　保険金の支払の原因となった事象を発見した年月日

ハ　現地調査を実施した年月日及びその調査結果

ニ　保険金の支払の対象となった瑕疵及びその瑕疵の修補工事の内容

ホ　保険金を支払った年月日及びその額

２　前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ保険法人において電子計算機

その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

３　保険法人は、帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。第三十九条第一号において同じ。）

を、保険等の業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

（支払備金の積立て）

第三十五条　保険法人は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。

一　保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金及び返戻金（当該支払義務に係る訴訟が係属しているものを含む。）のうち、保険法

人が毎事業年度末において、まだ支出として計上していないものがある場合は、当該支払のために必要な金額

二　まだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金及び返戻金について、その

支払のために必要なものとして国土交通大臣が定める金額

２　保険法人の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、前項の規定にかかわらず、同項第二号に

規定する保険金及び返戻金については、一定の期間を限り、業務規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てるこ

とができる。

３　第三十三条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。

（資産の運用方法）

第三十六条　保険法人は、保険料として収納した金銭その他の資産の運用を行うには、次に掲げる方法によらなければならない。
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一　国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得

二　銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金

三　信託業務を営む金融機関（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四十三号）第一条第一項の認可を受けた金

融機関をいう。）への金銭信託で元本補塡の契約があるもの

（立入検査の証明書）

第三十七条　法第二十八条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記第二十号様式によるものとする。

（業務の休廃止の許可の申請）

第三十八条　保険法人は、法第二十九条第一項の規定により保険等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、

別記第二十一号様式による住宅瑕疵担保責任保険法人業務休廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

（保険等の業務の引継ぎ）

第三十九条　法第二十九条第一項の規定による保険等の業務の全部又は一部の廃止の許可に係る保険法人（当該許可の条件として、その保

険等の業務の全部又は一部を、当該保険等の業務の全部又は一部を承継するものとして国土交通大臣が指定する保険法人に引き継ぐこと

とされたものに限る。）及び法第三十条第一項又は第二項の規定による指定の取消しに係る保険法人は、次に掲げる事項を行わなければ

ならない。

一　国土交通大臣が指定する保険法人に帳簿その他の保険等の業務に関する書類を引き継ぐこと。

二　国土交通大臣が指定する保険法人に保険契約に係る責任準備金及び支払備金に相当する額を引き渡すこと。

三　その他国土交通大臣が必要と認める事項

第五章　住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅に関する紛争の処理

（指定住宅紛争処理機関の業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用）

第四十条　法第三十三条第一項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅の品

質確保の促進等に関する法律施行規則（平成十二年建設省令第二十号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。）の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百四条第一項 の申請をしよう

とする者は、

又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保

法」という。）第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁（以下「特別住宅紛争処理」

という。）の申請をしようとする者は、住宅紛争処理の申請にあっては

を指定住宅紛争

処理機関

を、特別住宅紛争処理の申請にあっては特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則

（平成二十年国土交通省令第十号。以下「履行確保法施行規則」という。）別記第二十二号様式の特別住

宅紛争処理申請書（次項及び第百五条の二において単に「特別住宅紛争処理申請書」という。）を、そ

れぞれ指定住宅紛争処理機関

第百四条第二項及

び第百九条

法 法又は履行確保法

第百四条第二項及

び第百五条の二

住宅紛争処理申

請書

住宅紛争処理申請書又は特別住宅紛争処理申請書

第百五条の三第一

項

住宅紛争処理を

求める事項

住宅紛争処理を求める事項又は特別住宅紛争処理を求める事項

第百八条の二第一

項

紛争に 紛争又は履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争に

第百十条第四項 この規則 この規則又は履行確保法及び履行確保法施行規則

第百十二条第一項

及び第百十五条

住宅紛争処理 住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理

第百十四条第二項 一万円 一万円（履行確保法第十九条第二号に規定する保険契約（令和四年九月三十日以前に申込みがされたも

のに限る。）に係る住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争のあっせん、調停及び仲裁の

申請をする場合にあっては、一万四千円）

第百十六条第一項 について 及び履行確保法第三十三条第一項に規定する業務（以下「特別紛争処理の業務」という。）に係る経理

についてそれぞれ

とその他の業務

に係る経理とを

、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ

第百十六条第二項 とその他の業務

の双方に

、特別紛争処理の業務及びその他の業務のうち、二以上の業務に

（住宅紛争処理支援センターの業務の特例に係る住宅品質確保法施行規則の規定の適用）

第四十一条　法第三十四条第一項の規定により住宅紛争処理支援センターが同項各号に掲げる業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる

住宅品質確保法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十七条第一号 支援等の業務 支援等の業務及び特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年法律第六十六

号。以下「履行確保法」という。）第三十四条第一項各号に掲げる業務（以下「特別支援等の業

務」という。）

第百十七条（第一号を

除く。）、第百十八条第

一項及び第三項並びに

第百十九条第一項及び

第三項

支援等の業務 支援等の業務及び特別支援等の業務

第百十八条第一項第一

号

の情報 及び履行確保法第三十四条第一項第二号の情報

第百十八条第一項第二

号

の調査 及び履行確保法第三十四条第一項第三号の調査
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第百十九条第一項第二

号

紛争処理の業務 紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務（以下「特別紛争処理の業務」

という。）

第百二十条及び第百二

十三条第一項

紛争処理の業務 紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務

第百二十一条第一項 別記第七十七号様

式

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則（平成二十年国土交通省令第十号。

以下「履行確保法施行規則」という。）別記第二十三号様式

別記第七十八号様

式

履行確保法施行規則別記第二十四号様式

別記第七十九号様

式

履行確保法施行規則別記第二十五号様式

第百二十三条第一項 別記第八十号様式履行確保法施行規則別記第二十六号様式

第百二十三条第二項 紛争処理の業務 紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務

第百二十四条第一項 センターは、評価

住宅関係業務

センターは、評価住宅関係業務（法第八十三条第一項第一号から第六号までの業務（同項第四号

の業務にあっては、履行確保法第三十三条第一項に規定する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関

するものを除く。）をいう。以下この条において同じ。）

について 及び保険住宅関係業務（法第八十三条第一項第四号の業務（履行確保法第三十三条第一項に規定

する紛争のあっせん、調停及び仲裁に関するものに限る。）、法第八十三条第一項第七号の業務

（履行確保法第三十三条第一項に規定する建設工事の請負契約又は売買契約に関するものに限る

。）及び特別支援等の業務をいう。以下この条において同じ。）に係る経理についてそれぞれ

とその他の業務に

係る経理とを

、保険住宅関係業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ

第百二十四条第二項 とその他の業務の

双方に

、保険住宅関係業務及びその他の業務のうち、二以上の業務に

第六章　雑則

（権限の委任）

第四十二条　法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、建設業者又は宅地建物取引業者の主たる事務所の所在地を管轄

する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

一　法第四条第一項の規定による届出を受理すること。

二　法第五条ただし書の規定による確認をすること。

三　法第七条第二項（法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による届出を受理すること。

四　法第九条第二項（法第十六条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による承認をすること。

五　法第十二条第一項の規定による届出を受理すること。

六　法第十三条ただし書の規定による確認をすること。

２　法第二十八条第一項の規定による国土交通大臣の権限は、保険法人の本店又は主たる事務所（以下「本店等」という。）の所在地を管

轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行うことができる。

３　法第二十八条第一項の規定による国土交通大臣の権限で保険法人の本店等以外の支店、事務所その他の施設（以下「支店等」という。）

に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北

海道開発局長も行うことができる。

４　前項の規定により、保険法人の支店等に対して報告の求め又は立入検査（以下この項において「検査等」という。）を行った地方整備

局長及び北海道開発局長は、当該保険法人の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は

当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

附　則　抄

（施行期日）

第一条　この省令は、法の施行の日（平成二十年四月一日）から施行する。ただし、第二章、第三章及び第四十二条第一項並びに附則第三

条及び附則第四条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十一年十月一日）から施行する。

（経過措置）

第二条　この省令の施行の日の属する事業年度における第四十一条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百二十一条

第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の日の一月前までに」とあるのは、「履行確保法施行規則の施行後遅滞なく」

とする。

２　附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、別記第一号様式、別記第二号様式、別記第

七号様式及び別記第八号様式中「１の基準日前１０年間」とあるのは、「法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から１の基準

日までの間」とする。

附　則　（平成二〇年一二月一日国土交通省令第九七号）　抄

（施行期日）

１　この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（平成二一年八月二六日国土交通省令第五一号）　抄

この省令は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日（平成二十一年十月一

日）から施行する。

附　則　（平成二三年三月二三日国土交通省令第一五号）

この省令は、公布の日から施行する。

附　則　（令和二年四月一日国土交通省令第三八号）

この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日（令和二年四月一日）から施行する。

附　則　（令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号）

（施行期日）

１　この省令は、令和三年一月一日から施行する。

（経過措置）
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２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年八月三一日国土交通省令第五三号）

（施行期日）

１　この省令は、令和三年九月一日から施行する。

（経過措置）

２　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附　則　（令和三年九月一〇日国土交通省令第五六号）

この省令は、令和三年九月三十日から施行する。

附　則　（令和三年一二月二一日国土交通省令第八〇号）

この省令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律（令

和三年法律第四十八号）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日（令和四年十月一日）から施行する。

附　則　（令和五年一二月二八日国土交通省令第九八号）

この省令は、公布の日から施行する。
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第一号様式（第五条関係）

第一号様式(第五条関係) 

(A4)  

 住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約

の締結の状況についての届出書 

 

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第4条第1項の規定により、下記のとお

り届け出ます。 

     年   月   日 

              届出時の許可番号 

              商号又は名称 

              郵便番号 

              主たる事務所の所在地 

              氏名(法人にあっては、代表者の氏名) 

              電話番号 

              ファクシミリ番号 

 地方整備局長 

北海道開発局長   殿 

     知事 

記 

1 基準日                          年   月   日 

2 住宅建設瑕疵担保保証金の供託について 

 2―1 1の基準日前1年間に引き渡した建設新築住宅について 

  (1) 建設新築住宅(その床面積の合計が令第2条に定める面積以下の建設新築住宅又は

令第3条第1項に規定する建設新築住宅を除く。)の戸数 

 イ 

  (2) ①その床面積の合計が令第2条に定める面積以下の建設新築住宅(令第3条第1項に

規定する建設新築住宅を除く。)の戸数 

 ロ 

     ②法第3条第3項の算定特例適用後の戸数(ロ×0.5) 

 ハ 

  (3) ①令第3条第1項に規定する建設新築住宅(その床面積の合計が令第2条に定める面

積以下の建設新築住宅を除く。)の戸数 

 ニ 

     ②令第3条第2項の算定特例適用後の戸数 

令第3条第1項の書面に記載された2以上の建設業者そ

れぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業

者の建設瑕疵負担割合の割合 

令第 3条第 2項

の算定特例適

用前の戸数 

令第 3条第 2項

の算定特例適

用後の戸数 

   

   

   

 合計戸数 ニ ホ 
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  (4) ①その床面積の合計が令第2条に定める面積以下の建設新築住宅であって、かつ、

令第3条第1項に規定する建設新築住宅であるものの戸数 

 ヘ 

     ②法第3条第3項及び令第3条第2項の算定特例適用後の戸数 

令第3条第1項の書面に記載された2以上の建設業者そ

れぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業

者の建設瑕疵負担割合の割合 

法第 3条第 3項

及び令第3条第

2項の算定特例

適用前の戸数 

法第 3条第 3項

及び令第3条第

2項の算定特例

適用後の戸数 

   

   

   

 合計戸数 ヘ ト 

  (5) 住宅建設瑕疵担保保証金の算定の基礎となる建設新築住宅の合計戸数 

 イ＋ハ＋ホ＋ト＝チ 

 2―2 1の基準日前10年間に引き渡した住宅建設瑕疵担保保証金の算定の基礎となる建設

新築住宅の合計戸数 

 リ 

 2―3 1の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の基準額 

  

 2―4 金銭の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 供託金額 

    

    

    

   (計)ヌ 

 2―5 有価証券(振替国債を除く。)の供託 

供託所名 
供 託
年月日 

供託
番号 

名称 回記号 番号 枚数 券面額 券面額計 割合 供託価額 

           

           

           

        (計)  (計)ル 
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 2―6 振替国債の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 銘 柄 供 託 価 額 

     

     

     

    (計)ヲ 

 2―7 1の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 

 ヌ＋ル＋ヲ＝ 

3 1の基準日前1年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新

築住宅のうち、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険

証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付した新築住宅について 

住宅瑕疵担保責任保険法人名 戸数 

  

  

  

 合計戸数  

4 1の基準日前1年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新

築住宅の合計戸数 

  

 注1 「建設新築住宅」とは、法第3条第2項に規定する建設新築住宅をいう。 

 注2 「建設瑕疵負担割合」とは、令第3条第1項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。 

 注3 2―1(3)②及び(4)②の戸数の記載に当たり、小数点以下2位未満の端数が生ずる場合

にあつては、当該端数を切り上げて記載するものとする。 

 注4 2―2の合計戸数は、1の基準日前10年間に届け出た本様式のチの値を合算して算出し

たものを記載するものとする。 

 注5 2―5の割合は、第4条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとする。 

 注6 3の「保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付した新築住宅」は「保険証

券又はこれに代わるべき書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を発注者に提

供した新築住宅」を含む。 
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第一号の二様式（第五条関係）

第一号の二様式(第五条関係) 

(A4)  

住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表 

(第一面) 

   届出時の許可番号                       商号又は名称                基準日                  年   月   日    

                                  氏名(法人にあっては、代表者の氏名)                                       

1 住宅建設瑕疵担保保証金の供託の対象とすべき新築住宅について 

整理

番号 

請け負った

建設工事の

名称 

工事現場の所在地 

発注者の商

号、名称又

は氏名 

引 渡 日 

基準日前1年間に発注者に引き渡した建設新築住宅の戸数 

法第3条第4項に規定する書面に

負担の割合が記載された建設業

者 

建設新築

住宅 (そ

の床面積

の合計が

令第 2条

に定める

面積以下

の建設新

築住宅又

は令第 3

条第 1項

に規定す

る建設新

築住宅を

除く。 )

の戸数 

その床面

積の合計

が令第 2

条に定め

る面積以

下の新築

住宅 (令

第3条第1

項に規定

する建設

新築住宅

を除く。)

の戸数 

(ア) 

法第 3条

第 3項の

算定特例

適用後の

戸数 (ア

×0.5) 

令第 3条

第 1項に

規定する

建設新築

住宅 (そ

の床面積

の合計が

令第 2条

に定める

面積以下

の建設新

築住宅を

除く。 )

の戸数 

(イ) 

建設瑕疵

負担割合 

令第 3条

第 2項の

算定特例

適用後の

戸数 (イ

×建設瑕

疵負担割

合) 

その床面

積の合計

が令第 2

条に定め

る面積以

下の建設

新築住宅

で あ っ

て、かつ、

令第 3条

第 1項に

規定する

建設新築

住宅であ

るものの

戸 数  

(ウ) 

建設瑕疵

負担割合 

法第 3条

第 3項及

び令第 3

条第 2項

の算定特

例適用後

の 戸 数

(ウ×0.5

×建設瑕

疵負担割

合) 

許可番号 

商号、名

称又は氏

名 

建設瑕疵

負担割合 

1 
                

2 
                

3 
                

4 
                

 
 

合 計 
          

 注1「建設新築住宅」とは、法第3条第2項に規定する建設新築住宅をいう。 

 注2「建設瑕疵負担割合」とは、令策3条第1項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。 

 注3「合計」の欄は、各列の戸数の合計を記載するものとし、各面が複数頁にわたる場合には各面の最終頁に記載するものとする。 
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(第二面) 

2 住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結した新築住宅について 

整理番号 
請け負った建設

工事の名称 
工事現場の所在地 

発注者の商号、

名称又は氏名 
引 渡 日 

基準日前1年間に新築住宅を新築する

建設工事の請負契約に基づき発注者に

引き渡した新築住宅のうち、住宅瑕疵

担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保

責任保険契約を締結し、保険証券又は

これに代わるべき書面を発注者に交付

した新築住宅の戸数 

住宅瑕疵担保責任保険法人名 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

 
 

合 計 
  

 注「合計」の欄は、各面が複数頁にわたる場合には各面の最終頁に記載するものとする。 
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第二号様式（第六条関係）

第二号様式(第六条関係) 

(A4)  

住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書 

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第5条ただし書の規定により、住宅建設

瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託について確認を受けたく、下記のとおり申請し

ます。なお、当該供託をした後の住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任

保険契約の締結の状況については、別紙のとおりです。 

     年   月   日 

              届出時の許可番号 

              商号又は名称 

              郵便番号 

              主たる事務所の所在地 

              氏名(法人にあっては、代表者の氏名) 

              電話番号 

              ファクシミリ番号 

 地方整備局長 

北海道開発局長   殿 

     知事 

記 

1 直前の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の基準額 

 
 

2 直前の基準日において供託していた住宅建設瑕疵担保保証金について 

 (1) 金銭の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 供託金額 

    

    

    

   
(計)イ 

 (2) 有価証券(振替国債を除く。)の供託 

供託所名 
供 託
年月日 

供託
番号 

名称 回記号 番号 枚数 券面額 券面額計 割合 供託価額 

           

           

           

        
(計) 

 
(計)ロ 
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 (3) 振替国債の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 銘 柄 供託価額 

     

     

     

    
(計)ハ 

 (4) 直前の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 

 
イ＋ロ＋ハ＝ 

3 直前の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の基準額に不足する額 

 
 

4 新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金について 

 (1) 金銭の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供 託 番 号 供 託 金 額 

    

    

    

   
(計)ニ 

 (2) 有価証券(振替国債を除く。)の供託 

供託所名 
供 託
年月日 

供託
番号 

名称 回記号 番号 枚数 券面額 券面額計 割合 供託価額 

           

           

           

        
(計) 

 
(計)ホ 

 (3) 振替国債の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 銘 柄 供託価額 

     

     

18



     

    
(計)ヘ 

 (4) 新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 

 
ニ＋ホ＋ヘ＝ 

 注 2(2)及び4(2)の割合は、第4条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するも

のとする。 

(第二号様式別紙)  

住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について 

1 基準日                   年   月   日 

2 住宅建設瑕疵担保保証金の供託について 

 2―1 1の基準日前1年間に引き渡した建設新築住宅について 

  (1) 建設新築住宅(その床面積の合計が令第2条に定める面積以下の建設新築住宅又は

令第3条第1項に規定する建設新築住宅を除く。)の戸数 

 
イ 

  (2) ①その床面積の合計が令第2条に定める面積以下の建設新築住宅(令第3条第1項に

規定する建設新築住宅を除く。)の戸数 

 
ロ 

     ②法第3条第3項の算定特例適用後の戸数(ロ×0.5) 

 
ハ 

  (3) ①令第3条第1項に規定する建設新築住宅(その床面積の合計が令第2条に定める面

積以下の建設新築住宅を除く。)の戸数 

 
ニ 

     ②令第3条第2項の算定特例適用後の戸数 

令第3条第1項の書面に記載された2以上の建設業者そ

れぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業

者の建設瑕疵負担割合の割合 

令第 3条第 2項

の算定特例適

用前の戸数 

令第 3条第 2項

の算定特例適

用後の戸数 

   

   

   

 
合計戸数 ニ ホ 

  (4) ①その床面積の合計が令第2条に定める面積以下の建設新築住宅であって、かつ、

令第3条第1項に規定する建設新築住宅であるものの戸数 

 
ヘ 
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     ②法第3条第3項及び令第3条第2項の算定特例適用後の戸数 

令第3条第1項の書面に記載された2以上の建設業者そ

れぞれの建設瑕疵負担割合の合計に対する当該建設業

者の建設瑕疵負担割合の割合 

法第 3条第 3項

及び令第3条第

2項の算定特例

適用前の戸数 

法第 3条第 3項

及び令第3条第

2項の算定特例

適用後の戸数 

   

   

   

 
合計戸数 ヘ ト 

  (5) 住宅建設瑕疵担保保証金の算定の基礎となる建設新築住宅の合計戸数 

 
イ＋ハ＋ホ＋ト＝チ 

 2―2 1の基準日前10年間に引き渡した住宅建設瑕疵担保保証金の算定の基礎となる建設

新築住宅の合計戸数 

 
リ 

 2―3 1の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の基準額 

 
 

 2―4 金銭の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供 託 番 号 供 託 金 額 

    

    

    

   
(計)ヌ 

 2―5 有価証券(振替国債を除く。)の供託 

供託所名 
供 託
年月日 

供託
番号 

名称 回記号 番号 枚数 券面額 券面額計 割合 供託価額 

           

           

           

        
(計) 

 
(計)ル 
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 2―6 振替国債の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 銘 柄 供託価額 

     

     

     

    
(計)ヲ 

 2―7 1の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 

 
ヌ＋ル＋ヲ＝ 

3 1の基準日前1年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新

築住宅のうち、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険

証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付した新築住宅について 

住宅瑕疵担保責任保険法人名 戸数 

  

  

  

 
合計戸数 

 

4 1の基準日前1年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新

築住宅の合計戸数 

 
 

 注1 「建設新築住宅」とは、法第3条第2項に規定する建設新築住宅をいう。 

 注2 「建設瑕疵負担割合」とは、令第3条第1項に規定する建設瑕疵負担割合をいう。 

 注3 2―1(3)②及び(4)②の戸数の記載に当たり、小数点以下2位未満の端数が生ずる場合

にあつては、当該端数を切り上げて記載するものとする。 

 注4 2―2の合計戸数は、1の基準日前10年間に届け出た本様式のチの値を合算して算出し

たものを記載するものとする。 

 注5 2―5の割合は、第4条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとする。 

 注6 3の「保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付した新築住宅」は「保険証

券又はこれに代わるべき書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を発注者に提

供した新築住宅」を含む。 
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第三号様式（第九条関係）

第三号様式（第九条関係）（平21国交令51・全改、令2国交令38・令2国交令98・一部改正） （A4） 住宅建設瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って 弁済を受ける権利を有することについての確認申請書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第6条第2項第3号の規定により、供託建設業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについて確認を受けたく、下記のとおり申請します。 年月日 郵便番号 住所 氏名又は名称 （法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 国土交通大臣殿 記 1法第6条第1項の損害を受けた新築住宅の所在地 2法第6条第1項の損害を受けた新築住宅の引渡日 3法第6条第1項の供託建設業者の名称 4法第6条第1項の瑕疵が判明した日 5法第6条第1項の報酬返還請求権等の額 注1報酬返還請求権等の額が明らかでないときは、概算額を記載すること。ただし、概算額を算定することが困難なときは、概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。 注2本申請書には、法第6条第1項の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同条第2項第3号の供託建設業者が死亡した場合又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第8条各号に掲げる場合に該当することを証する書面を添付すること。  
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第三号の二様式（第九条関係）

第三号の二様式（第九条関係）（平21国交令51・追加） （A4） 住宅建設瑕疵担保保証金から還付を受ける 損害調査費用についての確認書 住所 氏名又は名称殿 （法人にあっては、代表者の氏名） 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第6条第2項第3号の規定に基づく特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則（以下「施行規則」という。）第9条第8項の規定により、下記のとおり、住宅建設瑕疵担保保証金から還付を受ける損害調査費用について確認した。 年月日 国土交通大臣印 記 1法第6条第1項の損害を受けた新築住宅の所在地 2法第6条第1項の供託建設業者の名称 3住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示及び供託番号 4施行規則第9条第8項の損害調査費用の額  
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第三号の三様式（第九条関係）

第三号の三様式（第九条関係）（平21国交令51・追加、令2国交令38・一部改正） （A4） 住宅建設瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って 弁済を受ける権利を有することについての確認書 住所 氏名又は名称殿 （法人にあっては、代表者の氏名） 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第6条第2項第3号の規定により、下記のとおり、住宅建設瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについて確認した。 年月日 国土交通大臣印 記 1法第6条第1項の損害を受けた新築住宅の所在地 2法第6条第1項の供託建設業者の名称 3住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示及び供託番号 4法第6条第1項の報酬返還請求権等の額  
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第三号の四様式（第九条の二関係）

第三号の四様式（第九条の二関係）（平21国交令51・追加、令2国交令38・令2国交令98・一部改正） （A4） 公示された供託建設業者に対する報酬返還請求権等についての申出書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第6条第2項第3号の規定に基づく特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第9条の2第4項の規定により、国土交通大臣が公示した供託建設業者に対する法第6条第1項の報酬返還請求権等について、下記のとおり権利の申出をします。 年月日 郵便番号 住所 氏名又は名称 （法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 国土交通大臣殿 記 1法第6条第1項の損害を受けた新築住宅の所在地 2法第6条第1項の損害を受けた新築住宅の引渡日 3法第6条第1項の供託建設業者の名称 4法第6条第1項の瑕疵が判明した日 5法第6条第1項の報酬返還請求権等の額 注1報酬返還請求権等の額が明らかでないときは、概算額を記載すること。ただし、概算額を算定することが困難なときは、概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。 注2本申出書には、法第6条第1項の権利を有することを証する書面を添付すること。  
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第四号様式（第十条関係）

第四号様式（第十条関係）（平21国交令51・令2国交令98・一部改正） （A4） 住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第7条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。 年月日 届出時の許可番号 商号又は名称 郵便番号 主たる事務所の所在地 氏名（法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 ファクシミリ番号 地方整備局長 北海道開発局長殿 知事 記 1法第6条第1項の権利の実行により、国土交通大臣から通知書の送付を受けた日 年月日 2直前の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の基準額 3直前の基準日において供託していた住宅建設瑕疵担保保証金について 金銭の供託 供託所名供託年月日供託番号供託金額 （計）イ 有価証券（振替国債を除く。）の供託 供託 供託所名供託価額 供託 番号 名称回記号番号枚数券面額券面額計割合 年月日 （計）（計）ロ 振替国債の供託 供託所名供託年月日供託番号銘柄供託価額 （計）ハ 直前の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 イ＋ロ＋ハ＝ 4法第6条第1項の権利の実行その他の理由により還付された住宅建設瑕疵担保保証金の額 5法第6条第1項の権利の実行その他の理由により生じた住宅建設瑕疵担保保証金の不足額 6新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金について 金銭の供託 供託所名供託年月日供託番号供託金額 （計）ニ 有価証券（振替国債を除く。）の供託 供託 供託所名供託価額 供託 番号 名称回記号番号枚数券面額券面額計割合 年月日 （計）（計）ホ 振替国債の供託 供託所名供託年月日供託番号銘柄供託価額 （計）ヘ 新たに供託した住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 ニ＋ホ＋ヘ＝ 注3及び6の割合は、第4条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとする。 
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第五号様式（第十一条関係）

第五号様式（第十一条関係）（令2国交令98・一部改正） （A4） 住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第11条の規定により、下記のとおり届け出ます。 年月日 届出時の許可番号 商号又は名称 郵便番号 主たる事務所の所在地 氏名（法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 ファクシミリ番号 地方整備局長 北海道開発局長殿 知事 記 1主たる事務所の所在地の変更年月日 年月日 2主たる事務所の所在地について （新） （旧） 3住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所及びその所在地について （新） （旧）  
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第六号様式（第十二条関係）

第六号様式（第十二条関係）（令2国交令98・一部改正） （A4） 住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認申請書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第9条第2項の規定により、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについて承認を受けたく、下記のとおり申請します。 年月日 申請時の許可番号 商号又は名称 郵便番号 主たる事務所の所在地 氏名（法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 ファクシミリ番号 地方整備局長 北海道開発局長殿 知事 記 1基準日年月日 21の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 イ 31の基準日における住宅建設瑕疵担保保証金の基準額 ロ 43の基準額を超えることとなった額 イ－ロ＝ 5取戻しをしようとする住宅建設瑕疵担保保証金について 金銭の供託 供託所名供託年月日供託番号供託金額 （計）ハ 有価証券（振替国債を除く。）の供託 供託 供託所名供託価額 供託 番号 名称回記号番号枚数券面額券面額計割合 年月日 （計）（計）ニ 振替国債の供託 供託所名供託年月日供託番号銘柄供託価額 （計）ホ 取戻しをしようとする住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 ハ＋ニ＋ホ＝ 注5の割合は、第4条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとする。 
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第六号の二様式（第十二条関係）

第六号の二様式（第十二条関係）（平21国交令51・追加） （A4） 住宅建設瑕疵担保保証金取戻承認書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第9条第2項の規定により、下記のとおり、住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しを承認する。 年月日 地方整備局長 北海道開発局長印 知事 住所 氏名又は名称殿 （法人にあっては、代表者の氏名） 記 1基準日年月日 2取戻しを承認する住宅建設瑕疵担保保証金 金銭の供託 供託所名供託年月日供託番号供託金額 （計）イ 有価証券（振替国債を除く。）の供託 供託供託 供託 名称回記号番号枚数割合 券面額券面額計供託価額 所名番号 年月日 （計）（計）ロ 振替国債の供託 供託所名供託年月日供託番号銘柄供託価額 （計）ハ 取戻しを承認する住宅建設瑕疵担保保証金の合計額 イ＋ロ＋ハ 3この住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しは、次の基準日（年月日）までに限り、することができる。 注2の割合は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第4条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとする。  
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第七号様式（第十六条関係）

第七号様式(第十六条関係) 

(A4)  

 住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約

の締結の状況についての届出書 

 

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第12条第1項の規定により、下記のとお

り届け出ます。 

     年   月   日 

              届出時の免許証番号 

              商号又は名称 

              郵便番号 

              主たる事務所の所在地 

              氏名(法人にあっては、代表者の氏名) 

              電話番号 

              ファクシミリ番号 

 地方整備局長 

北海道開発局長   殿 

     知事 

記 

1 基準日             年   月   日 

2 住宅販売瑕疵担保保証金の供託について 

 2―1 1の基準日前1年間に引き渡した販売新築住宅について 

  (1) 販売新築住宅(その床面積の合計が令第6条に定める面積以下の販売新築住宅又は

令第7条第1項に規定する販売新築住宅を除く。)の戸数 

 イ 

  (2) ①その床面積の合計が令第6条に定める面積以下の販売新築住宅(令第7条第1項に

規定する販売新築住宅を除く。)の戸数 

 ロ 

     ②法第11条第3項の算定特例適用後の戸数(ロ×0.5) 

 ハ 

  (3) ①令第7条第1項に規定する販売新築住宅(その床面積の合計が令第6条に定める面

積以下の販売新築住宅を除く。)の戸数 

 ニ 

     ②令第7条第2項の算定特例適用後の戸数 

令第7条第1項の書面に記載された2以上の宅地建物取

引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当

該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合 

令第 7条第 2項

の算定特例適

用前の戸数 

令第 7条第 2項

の算定特例適

用後の戸数 

   

   

   

 合計戸数 ニ ホ 
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  (4) ①その床面積の合計が令第6条に定める面積以下の販売新築住宅であって、かつ、

令第7条第1項に規定する販売新築住宅であるものの戸数 

 ヘ 

     ②法第11条第3項及び令第7条第2項の算定特例適用後の戸数 

令第7条第1項の書面に記載された2以上の宅地建物取

引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当

該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合 

法第11条第3項

及び令第7条第

2項の算定特例

適用前の戸数 

法第11条第3項

及び令第7条第

2項の算定特例

適用後の戸数 

   

   

   

 合計戸数 ヘ ト 

  (5) 住宅販売瑕疵担保保証金の算定の基礎となる販売新築住宅の合計戸数 

 イ＋ハ＋ホ＋ト＝チ 

 2―2 1の基準日前10年間に引き渡した住宅販売瑕疵担保保証金の算定の基礎となる販売

新築住宅の合計戸数 

 リ 

 2―3 1の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の基準額 

  

 2―4 金銭の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 供託金額 

    

    

    

   (計)ヌ 

 2―5 有価証券(振替国債を除く。)の供託 

供託所名 
供 託
年月日 

供託
番号 

名称 回記号 番号 枚数 券面額 券面額計 割合 供託価額 

           

           

           

        (計)  (計)ル 
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 2―6 振替国債の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 銘 柄 供託価額 

     

     

     

    (計)ヲ 

 2―7 1の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 

 ヌ＋ル＋ヲ＝ 

3 1の基準日前1年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅のうち、

住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに

代わるべき書面を買主に交付した新築住宅について 

住宅瑕疵担保責任保険法人名 戸数 

  

  

  

 合計戸数  

4 1の基準日前1年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅の合計

戸数 

  

 注1 「販売新築住宅」とは、法第11条第2項に規定する販売新築住宅をいう。 

 注2 「販売瑕疵負担割合」とは、令第7条第1項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。 

 注3 2―1(3)②及び(4)②の戸数の記載に当たり、小数点以下2位未満の端数が生ずる場合

にあつては、当該端数を切り上げて記載するものとする。 

 注4 2―2の合計戸数の記載に当たり、1の基準日前10年間に届け出た本様式のチの値を合

算して算出したものを記載するものとする。 

 注5 2―5の割合は、第15条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとす

る。 

 注6 3の「保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付した新築住宅」は「保険証券

又はこれに代わるべき書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を買主に提供し

た新築住宅」を含む。 
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第七号の二様式（第十六条関係）

第七号の二様式(第十六条関係) 

(A4)  

住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表 

(第一面) 

   届出時の免許番号                     商号又は名称           基準日         年  月  日       

                                氏名(法人にあっては、代表者の氏名)                          

1 住宅販売瑕疵担保保証金の供託の対象とすべき新築住宅について 

整理

番号 

販売新築

住宅の名

称 

販売新築住宅

の所在地 

販売新築

住宅の住

戸番号 

買主の商

号、名称

又は氏名 

引渡日 

基準日前1年間に買主に引き渡した販売新築住宅の戸数 

法第11条第4項に規定する書面

に負担の割合が記載された宅地

建物取引業者 

販売新築

住宅 (そ

の床面積

の合計が

令第 6条

に定める

面積以下

の販売新

築住宅又

は令第 7

条第 1項

に規定す

る販売新

築住宅を

除く。)の

戸数 

その床面

積の合計

が令第 6

条に定め

る面積以

下の新築

住宅 (令

第 7条第

1項に規

定する販

売新築住

宅 を 除

く。)の戸

数(ア) 

法第11条

第 3項の

算定特例

適用後の

戸数 (ア

×0.5) 

令第 7条

1項に規

定する販

売新築住

宅 (その

床面積の

合計が令

第 6条に

定める面

積以下の

販売新築

住宅を除

く。)の戸

数(イ) 

販売瑕疵

負担割合 

令第 7条

第 2項の

算定特例

適用後の

戸数 (イ

×販売瑕

疵負担割

合) 

その床面

積の合計

が令第 6

条に定め

る面積以

下の販売

新築住宅

で あ っ

て、かつ、

令第 7条

第 1項に

規定する

販売新築

住宅であ

るものの

戸数(ウ) 

販売瑕疵

負担割合 

法第11条

第 3項及

び令第 7

条第 2項

の算定特

例適用後

の 戸 数

(ウ×0.5

×販売瑕

疵負担割

合) 

免許番号 

商号、名

称又は氏

名 

販売瑕疵

負担割合 

1 
                 

2 
                 

3 
                 

4 
                 

 
 

合計 
          

 注1 「販売新築住宅」とは、法第11条第2項に規定する販売新築住宅をいう。 

 注2 「販売新築住宅の住戸番号」の欄は、販売新築住宅が共同住宅又は長屋の場合にのみ記載するものとする。 

 注3 「販売瑕疵負担割合」とは、令第7条第1項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。 

 注4 「合計」の欄は、各列の戸数の合計を記載するものとし、各面が複数頁にわたる場合には各面の最終頁に記載するものとする。 

36



(第二面) 

2 住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結した新築住宅について 

整理

番号 

販売新築住宅の

名称 
販売新築住宅の所在地 

販売新築住宅

の住戸番号 

買主の商号、

名称又は氏名 
引渡日 

基準日前1年間に自ら売主となる売買

契約に基づき買主に引き渡した新築住

宅のうち、住宅瑕疵担保責任保険法人

と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締

結し、保険証券又はこれに代わるべき

書面を買主に交付した新築住宅の戸数 

住宅瑕疵担保責任保険法人名 

1        

2        

3 
       

4        

 
 

合計 
  

 注 「合計」の欄は、各面が複数頁にわたる場合には各面の最終頁に記載するものとする。 
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第八号様式（第十七条関係）

第八号様式(第十七条関係) 

(A4)  

住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書 

 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条ただし書の規定により、住宅販

売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額の供託について確認を受けたく、下記のとおり申請

します。なお、当該供託をした後の住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責

任保険契約の締結の状況については、別紙のとおりです。 

     年   月   日 

              届出時の免許証番号 

              商号又は名称 

              郵便番号 

              主たる事務所の所在地 

              氏名(法人にあっては、代表者の氏名) 

              電話番号 

              ファクシミリ番号 

 地方整備局長 

北海道開発局長   殿 

     知事 

記 

1 直前の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の基準額 

 
 

2 直前の基準日において供託していた住宅販売瑕疵担保保証金について 

 (1) 金銭の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 供託金額 

    

    

    

   
(計)イ 

 (2) 有価証券(振替国債を除く。)の供託 

供託所名 
供 託
年月日 

供託
番号 

名称 回記号 番号 枚数 券面額 券面額計 割合 供託価額 

           

           

           

        
(計) 

 
(計)ロ 
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 (3) 振替国債の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 銘 柄 供託価額 

     

     

     

    
(計)ハ 

 (4) 直前の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 

 
イ＋ロ＋ハ＝ 

3 直前の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の基準額に不足する額 

 
 

4 新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金について 

 (1) 金銭の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 供託金額 

    

    

    

   
(計)ニ 

 (2) 有価証券(振替国債を除く。)の供託 

供託所名 
供 託
年月日 

供託
番号 

名称 回記号 番号 枚数 券面額 券面額計 割合 供託価額 

           

           

           

        
(計) 

 
(計)ホ 

 (3) 振替国債の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 銘 柄 供託価額 
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(計)ヘ 

 (4) 新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 

 
ニ＋ホ＋ヘ＝ 

 注 2(2)及び4(2)の割合は、第15条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するも

のとする。 

(第八号様式別紙)  

住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について 

1 基準日           年   月   日 

2 住宅販売瑕疵担保保証金の供託について 

 2―1 1の基準日前1年間に引き渡した販売新築住宅について 

  (1) 販売新築住宅(その床面積の合計が令第6条に定める面積以下の販売新築住宅又は

令第7条第1項に規定する販売新築住宅を除く。)の戸数 

 
イ 

  (2) ①その床面積の合計が令第6条に定める面積以下の販売新築住宅(令第7条第1項に

規定する販売新築住宅を除く。)の戸数 

 
ロ 

     ②法第11条第3項の算定特例適用後の戸数(ロ×0.5) 

 
ハ 

  (3) ①令第7条第1項に規定する販売新築住宅(その床面積の合計が令第6条に定める面

積以下の販売新築住宅を除く。)の戸数 

 
ニ 

     ②令第7条第2項の算定特例適用後の戸数 

令第7条第1項の書面に記載された2以上の宅地建物取

引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当

該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合 

令第 7条第 2項

の算定特例適

用前の戸数 

令第 7条第 2項

の算定特例適

用後の戸数 

   

   

   

 
合計戸数 ニ ホ 

  (4) ①その床面積の合計が令第6条に定める面積以下の販売新築住宅であって、かつ、

令第7条第1項に規定する販売新築住宅であるものの戸数 

 
ヘ 
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     ②法第11条第3項及び令第7条第2項の算定特例適用後の戸数 

令第7条第1項の書面に記載された2以上の宅地建物取

引業者それぞれの販売瑕疵負担割合の合計に対する当

該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合 

法第11条第3項

及び令第7条第

2項の算定特例

適用前の戸数 

法第11条第3項

及び令第7条第

2項の算定特例

適用後の戸数 

   

   

   

 
合計戸数 ヘ ト 

  (5) 住宅販売瑕疵担保保証金の算定の基礎となる販売新築住宅の合計戸数 

 
イ＋ハ＋ホ＋ト＝チ 

 2―2 1の基準日前10年間に引き渡した住宅販売瑕疵担保保証金の算定の基礎となる販売

新築住宅の合計戸数 

 
リ 

 2―3 1の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の基準額 

 
 

 2―4 金銭の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 供託金額 

    

    

    

   
(計)ヌ 

 2―5 有価証券(振替国債を除く。)の供託 

供託所名 
供 託
年月日 

供託
番号 

名称 回記号 番号 枚数 券面額 券面額計 割合 供託価額 

           

           

           

        
(計) 

 
(計)ル 
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 2―6 振替国債の供託 

供 託 所 名 供託年月日 供託番号 銘 柄 供託価額 

     

     

     

    
(計)ヲ 

 2―7 1の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 

 
ヌ＋ル＋ヲ＝ 

3 1の基準日前1年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅のうち、

住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに

代わるべき書面を買主に交付した新築住宅について 

住宅瑕疵担保責任保険法人名 戸数 

  

  

  

 
合計戸数 

 

4 1の基準日前1年間に自ら売主となる売買契約に基づき買主に引き渡した新築住宅の合計

戸数 

 
 

 注1 「販売新築住宅」とは、法第11条第2項に規定する販売新築住宅をいう。 

 注2 「販売瑕疵負担割合」とは、令第7条第1項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。 

 注3 2―1(3)②及び(4)②の戸数の記載に当たり、小数点以下2位未満の端数が生ずる場合

にあつては、当該端数を切り上げて記載するものとする。 

 注4 2―2の合計戸数の記載に当たり、1の基準日前10年間に届け出た本様式のチの値を合

算して算出したものを記載するものとする。 

 注5 2―5の割合は、第15条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとす

る。 

 注6 3の「保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付した新築住宅」は「保険証券

又はこれに代わるべき書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を買主に提供し

た新築住宅」を含む。 
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第九号様式（第二十条関係）

第九号様式（第二十条関係）（平21国交令51・全改、令2国交令38・令2国交令98・一部改正） （A4） 住宅販売瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って 弁済を受ける権利を有することについての確認申請書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第14条第2項第3号の規定により、供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについて確認を受けたく、下記のとおり申請します。 年月日 郵便番号 住所 氏名又は名称 （法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 国土交通大臣殿 記 1法第14条第1項の損害を受けた新築住宅の所在地 2法第14条第1項の損害を受けた新築住宅の引渡日 3法第14条第1項の供託宅地建物取引業者の名称 4法第14条第1項の瑕疵が判明した日 5法第14条第1項の代金返還請求権等の額 注1代金返還請求権等の額が明らかでないときは、概算額を記載すること。ただし、概算額を算定することが困難なときは、概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。 注2本申請書には、法第14条第1項の瑕疵があること及びその瑕疵によって損害が生じたことを証する書面並びに同条第2項第3号の供託宅地建物取引業者が死亡した場合又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第19条各号に掲げる場合に該当することを証する書面を添付すること。  
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第九号の二様式（第二十条関係）

第九号の二様式（第二十条関係）（平21国交令51・追加） （A4） 住宅販売瑕疵担保保証金から還付を受ける 損害調査費用についての確認書 住所 氏名又は名称殿 （法人にあっては、代表者の氏名） 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第14条第2項第3号の規定に基づく特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則（以下「施行規則」という。）第20条第8項の規定により、下記のとおり、住宅販売瑕疵担保保証金から還付を受ける損害調査費用について確認した。 年月日 国土交通大臣印 記 1法第14条第1項の損害を受けた新築住宅の所在地 2法第14条第1項の供託宅地建物取引業者の名称 3住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示及び供託番号 4施行規則第20条第8項の損害調査費用の額  
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第九号の三様式（第二十条関係）

第九号の三様式（第二十条関係）（平21国交令51・追加、令2国交令38・一部改正） （A4） 住宅販売瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って 弁済を受ける権利を有することについての確認書 住所 氏名又は名称殿 （法人にあっては、代表者の氏名） 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第14条第2項第3号の規定により、下記のとおり、住宅販売瑕疵担保保証金について他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有することについて確認した。 年月日 国土交通大臣印 記 1法第14条第1項の損害を受けた新築住宅の所在地 2法第14条第1項の供託宅地建物取引業者の名称 3住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の表示及び供託番号 4法第14条第1項の代金返還請求権等の額  
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第九号の四様式（第二十条の二関係）

第九号の四様式（第二十条の二関係）（平21国交令51・追加、令2国交令38・令2国交令98・一部改正） （A4） 公示された供託宅地建物取引業者に対する代金返還請求権等についての申出書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（以下「法」という。）第14条第2項第3号の規定に基づく特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第20条の2第4項の規定により、国土交通大臣が公示した供託宅地建物取引業者に対する法第14条第1項の代金返還請求権等について、下記のとおり権利の申出をします。 年月日 郵便番号 住所 氏名又は名称 （法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 国土交通大臣殿 記 1法第14条第1項の損害を受けた新築住宅の所在地 2法第14条第1項の損害を受けた新築住宅の引渡日 3法第14条第1項の供託宅地建物取引業者の名称 4法第14条第1項の瑕疵が判明した日 5法第14条第1項の代金返還請求権等の額 注1代金返還請求権等の額が明らかでないときは、概算額を記載すること。ただし、概算額を算定することが困難なときは、概算額の記載に代えて、その旨及びその理由を記載することができる。 注2本申出書には、法第14条第1項の権利を有することを証する書面を添付すること。  
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第十号様式（第二十二条において読み替えて準用する第十条関係）

第十号様式（第二十二条において読み替えて準用する第十条関係）（平21国交令51・令2国交令98・一部改正） （A4） 住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第16条において読み替えて準用する同法第7条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。 年月日 届出時の免許証番号 商号又は名称 郵便番号 主たる事務所の所在地 氏名（法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 ファクシミリ番号 地方整備局長 北海道開発局長殿 知事 記 1法第14条第1項の権利の実行により、国土交通大臣から通知書の送付を受けた日 年月日 2直前の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の基準額 3直前の基準日において供託していた住宅販売瑕疵担保保証金について 金銭の供託 供託所名供託年月日供託番号供託金額 （計）イ 有価証券（振替国債を除く。）の供託 供託 供託所名供託価額 供託 番号 名称回記号番号枚数券面額券面額計割合 年月日 （計）（計）ロ 振替国債の供託 供託所名供託年月日供託番号銘柄供託価額 （計）ハ 直前の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 イ＋ロ＋ハ＝ 4法第6条第1項の権利の実行その他の理由により還付された住宅販売瑕疵担保保証金の額 5法第6条第1項の権利の実行その他の理由により生じた住宅販売瑕疵担保保証金の不足額 6新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金について 金銭の供託 供託所名供託年月日供託番号供託金額 （計）ニ 有価証券（振替国債を除く。）の供託 供託 供託所名供託価額 供託 番号 名称回記号番号枚数券面額券面額計割合 年月日 （計）（計）ホ 振替国債の供託 供託所名供託年月日供託番号銘柄供託価額 （計）ヘ 新たに供託した住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 ニ＋ホ＋ヘ＝ 注3及び6の割合は、第15条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとする。 
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第十一号様式（第二十二条において読み替えて準用する第十一条関係）

第十一号様式（第二十二条において読み替えて準用する第十一条関係）（令2国交令98・一部改正） （A4） 住宅販売瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第22条において読み替えて準用する第11条の規定により、下記のとおり届け出ます。 年月日 届出時の免許証番号 商号又は名称 郵便番号 主たる事務所の所在地 氏名（法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 ファクシミリ番号 地方整備局長 北海道開発局長殿 知事 記 1主たる事務所の所在地の変更年月日 年月日 2主たる事務所の所在地について （新） （旧） 3住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所及びその所在地について （新） （旧）  
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第十二号様式（第二十二条において読み替えて準用する第十二条関係）

第十二号様式（第二十二条において読み替えて準用する第十二条関係）（令2国交令98・一部改正） （A4） 住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しについての承認申請書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第16条において読み替えて準用する同法第9条第2項の規定により、住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しについて承認を受けたく、下記のとおり申請します。 年月日 申請時の免許証番号 商号又は名称 郵便番号 主たる事務所の所在地 氏名（法人にあっては、代表者の氏名） 電話番号 ファクシミリ番号 地方整備局長 北海道開発局長殿 知事 記 1基準日年月日 21の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 イ 31の基準日における住宅販売瑕疵担保保証金の基準額 ロ 43の基準額を超えることとなった額 イ－ロ＝ 5取戻しをしようとする住宅販売瑕疵担保保証金について 金銭の供託 供託所名供託年月日供託番号供託金額 （計）ハ 有価証券（振替国債を除く。）の供託 供託 供託所名供託価額 供託 番号 名称回記号番号枚数券面額券面額計割合 年月日 （計）（計）ニ 振替国債の供託 供託所名供託年月日供託番号銘柄供託価額 （計）ホ 取戻しをしようとする住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 ハ＋ニ＋ホ＝ 注5の割合は、第15条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとする。 
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第十二号の二様式（第二十二条において読み替えて準用する第十二条関係）

第十二号の二様式（第二十二条において読み替えて準用する第十二条関係）（平21国交令51・追加） （A4） 住宅販売瑕疵担保保証金取戻承認書 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第16条において読み替えて準用する同法第9条第2項の規定により、下記のとおり、住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しを承認する。 年月日 地方整備局長 北海道開発局長印 知事 住所 氏名又は名称殿 （法人にあっては、代表者の氏名） 記 1基準日年月日 2取戻しを承認する住宅販売瑕疵担保保証金 金銭の供託 供託所名供託年月日供託番号供託金額 （計）イ 有価証券（振替国債を除く。）の供託 供託供託 名称番号枚数割合 供託 年月日 回記号券面額券面額計供託価額 所名番号 （計）（計）ロ 振替国債の供託 供託所名供託年月日供託番号銘柄供託価額 （計）ハ 取戻しを承認する住宅販売瑕疵担保保証金の合計額 イ＋ロ＋ハ 3この住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しは、次の基準日（年月日）までに限り、することができる。 注2の割合は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則第15条第1項各号に掲げる額面金額に対する割合を記載するものとする。  
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第十三号様式（第二十三条関係）

第十三号様式(第二十三条関係) 

住宅瑕疵担保責任保険法人指定申請書 

年   月   日  

国土交通大臣   殿 

申請者の住所                     

申請者の名称                     

代表者の氏名                     

 住宅瑕疵担保責任保険法人の指定を受けたいので、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等

に関する法律第17条第1項の規定により、下記のとおり申請します。 

1 保険等の業務を行う事務所の所在地 

2 保険等の業務を開始しようとする年月日 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 

54



第十四号様式（第二十五条関係）

第十四号様式(第二十五条関係) 

住宅瑕疵担保責任保険法人名称等変更届出書 

年   月   日  

国土交通大臣   殿 

届出者の住所                     

届出者の名称                     

代表者の氏名                     

 (1) 保険法人の名称又は住所 

 (2) 保険等の業務を行う事務所の所在地 

を変更するので、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第18条第2項の規定によ

り、下記のとおり届け出ます。 

記 

1 変更事項 

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 備 考 

     

     

     

2 変更の理由 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 
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第十五号様式（第二十六条関係）

第十五号様式(第二十六条関係) 

住宅瑕疵担保責任保険法人役員選任等認可申請書 

年   月   日  

国土交通大臣   殿 

申請者の住所             

申請者の名称             

代表者の氏名             

 住宅瑕疵担保責任保険法人の役員の選任(解任)について認可を受けたいので、特定住宅瑕

疵担保責任の履行の確保等に関する法律第20条第1項の規定により、下記のとおり申請します。 

1 役員として選任(解任)しようとする者の氏名 

2 選任(解任)の理由 

3 選任の場合にあっては、その者の略歴 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 
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第十六号様式（第二十七条関係）

第十六号様式(第二十七条関係) 

住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程認可申請書 

年   月   日  

国土交通大臣   殿 

申請者の住所             

申請者の名称             

代表者の氏名             

 保険等の業務に関する規程について認可を受けたいので、特定住宅瑕疵担保責任の履行の

確保等に関する法律第21条第1項前段の規定により、別添のとおり申請します。 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 
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第十七号様式（第二十七条関係）

第十七号様式(第二十七条関係) 

住宅瑕疵担保責任保険法人保険等業務規程変更認可申請書 

年   月   日  

国土交通大臣   殿 

申請者の住所             

申請者の名称             

代表者の氏名             

 保険等の業務に関する規程の変更について認可を受けたいので、特定住宅瑕疵担保責任の

履行の確保等に関する法律第21条第1項後段の規定により、下記のとおり申請します。 

1 変更の内容 

2 変更の理由 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 
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第十八号様式（第二十九条関係）

第十八号様式(第二十九条関係) 

住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等認可申請書 

年   月   日  

国土交通大臣   殿 

申請者の住所             

申請者の名称             

代表者の氏名             

 事業計画及び収支予算について認可を受けたいので、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保

等に関する法律第22条第1項前段の規定により、別添のとおり申請します。 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 
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第十九号様式（第二十九条関係）

第十九号様式(第二十九条関係) 

住宅瑕疵担保責任保険法人事業計画等変更認可申請書 

年   月   日  

国土交通大臣   殿 

申請者の住所             

申請者の名称             

代表者の氏名             

 事業計画及び収支予算の変更について認可を受けたいので、特定住宅瑕疵担保責任の履行

の確保等に関する法律第22条第1項後段の規定により、下記のとおり申請します。 

1 変更の内容 

2 変更の理由 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 
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第二十号様式（第三十七条関係）

第二十号様式(第三十七条関係) 

(B8) 

表 

    年   月   日発行第    号(   年   月   日まで有効) 

 職 名 氏 名 生 年 月 日  

   

 

 
刻
印 

 

     

 

 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に

関する法律第28条第2項の規定による 

  立 入 検 査 証 

 

    (発 行 権 者)   印 

(写真) 

 

裏 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律抜粋 

第28条 国土交通大臣は、保険等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認め

るときは、保険法人に対し業務若しくは財産の状況に関して報告を求め、又はその職員

に、保険法人の事務所に立ち入り、保険等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書

類その他の物件を検査させることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に

掲示しなければならない。 

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

第43条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした保険法人の役員又

は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 

 三 第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 
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第二十一号様式（第三十八条関係）

第二十一号様式(第三十八条関係) 

住宅瑕疵担保責任保険法人業務休廃止許可申請書 

年   月   日  

国土交通大臣   殿 

申請者の住所             

申請者の名称             

代表者の氏名             

 保険等の業務の一部(全部)の休止(廃止)について許可を受けたいので、特定住宅瑕疵担保

責任の履行の確保等に関する法律第29条第1項の規定により、下記のとおり申請します。 

1 休止(廃止)しようとする保険等の業務の範囲 

2 休止(廃止)しようとする年月日 

3 休止しようとする場合にあっては、その期間 

4 休止(廃止)の理由 

 備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 
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第二十二号様式（第四十条において読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百四条関係）

第二十二号様式(第四十条において読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百四条

関係) 

特別住宅紛争処理申請書 

年   月   日  

指定住宅紛争処理機関   殿 

申請人            

1．申請人及びその代理人並びに相手方の氏名又は名称及び住所 

 申請人 【氏名又は名称】 

     【住所】 

     【電話番号】 

 代理人 【氏名又は名称】 

     【住所】 

     【電話番号】 

 相手方 【氏名又は名称】 

     【住所】 

     【電話番号】 

2．保険住宅に関する事項 

 【保険契約の種類】 □法第19条第1号の保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約) 

           □法第19条第2号の保険契約 

 【保険証券番号】 

 【保険住宅の所在地】 

 【当該住宅が建設住宅性能評価書の交付を受けている場合にあっては、評価住宅番号】 

3．特別住宅紛争処理の別 

  あっせん ・ 調 停 ・ 仲 裁 

4．特別住宅紛争処理を求める事項 

5．紛争の問題点、交渉経過の概要及び請求の内容 

6．その他の特別住宅紛争処理を行うに際し参考となる事項 

【契約の種類】  建設工事請負契約 ・ 売買契約 

【契約金額】                 円 

【引渡し時期】        年    月    日 

【住宅の概要】 

  【構造・工法】 

  【竣工時期】       年    月    日 

  【延べ面積】                 m2 

 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4としてください。 

    2 指定住宅紛争処理機関が、業務の円滑な実施を図るため必要な範囲内でこの

様式の一部を変更した場合は、それによることができます。 

    3 各欄に記載すべき事項は、別紙により提出することができます。 

    4 登記事項証明書、資格証明書等の所要の書類を併せて提出してください。 

    5 契約書その他特別住宅紛争処理の参考となる書類を併せて提出してください。 
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第二十三号様式（第四十一条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百二十一条関係）
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第二十四号様式（第四十一条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百二十一条関係）
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第二十五号様式（第四十一条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百二十一条関係）
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第二十六号様式（第四十一条の規定により読み替えて適用する住宅品質確保法施行規則第百二十三条関係）
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別記算式

別記算式額面金額－発行価額×（発行の日から供託の日までの年数＋4）発行の日から償還の日までの年数この式の計算は、発行の日から償還の日までの年数若しくは発行の日から供託の日までの年数について生ずる1年未満の端数又は額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除した金額について生ずる1円未満の端数は、切り捨てる。  
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